
 
 

飲食店等への営業時間短縮及び酒類提供停止等の要請 
 

１ 対象区域  

・ 県内全４２市町村 

２ 要請期間  

・ 令和４年１月２１日（金）から２月１３日（日）まで（２４日間） 

※ ただし、２２日（土）及び２３日（日）からの開始についても認める。 

３ 要請内容 

・ ５時から２０時までの営業時間短縮要請 

・ 酒類の提供（利用者による持ち込み含む）を行わないこと（終日） 

・ 同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食は避ける 

※ ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の 

緩和は行わない。 

４ 対象業種  

・ 飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配、テイクアウト 

サービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。） 

・ 遊興施設等：バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許 

可を受けている店舗（ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の 

長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。） 

５ 協 力 金   

・ 全期間要請に応じた場合のみ１店舗１日あたり以下の協力金を支給 

※ ただし、２２日（土）及び２３日（日）から開始した場合の支給額は、 

２３日間分ないしは２２日間分とする。 

中小企業：３万円～１０万円 

大 企 業：１日あたりの売上高の減少額×０．４（上限２０万円） 

（中小企業も選択可） 

６ 命令・過料 

・ 要請に応じない飲食店等に対し、命令・過料(最大２０万円)の手続きを進め 

る。 

 


